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サステナビリティ基準委員会（SSBJ）は2024年11月29日に、公開草案「指標の報告のための算定期間に関す
る再提案」を公表しました（コメント期限：2025年1月10日）。 
 

 

ポイント 

 
1 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」
（以下同様） 

公表の経緯 

 SSBJは、2024年11月29日に、公開草案「指標の報告のための算定期間に関する
再提案」（以下、「本公開草案」という）を公表した。 

 SSBJでは、2024年3月に公表した公開草案に対して寄せられたコメントを踏ま
え、再審議を行っている。再審議の結果、提案した内容を修正する論点のうち、
指標の報告のための算定期間に関する論点については改めてコメントを求める
ことが適切と考えられたため、公開草案を再度公表するに至った。 

本公開草案の概要 

 サステナビリティ関連財務開示の報告期間と、指標の報告のための算定期間が一致
しない場合、当該指標については合理的な方法により期間調整を行い、サステナビ
リティ関連財務開示の報告期間に合わせることを明確化する。 

 これにより、温室効果ガス（GHG）排出量を温対法1により測定することを選択す
る場合、報告期間と、GHG排出量の算定期間が一致しないときは、合理的な方法に
より期間調整を行い、報告期間に係るGHG排出量を算定することになる。 

 「期間調整のための合理的な方法」については、SSBJ基準においては具体的に定め
ず、解説記事で情報提供予定である。なお、本公開草案と併せて、SSBJ事務局よ
り解説記事のドラフト「【参考資料】期間調整を行う場合の合理的な方法の例（案）」
が公表されている。 

今後のスケジュール 

 2024年3月に公表した公開草案および本公開草案を踏まえた確定基準は、2025年3

月末までに公表することを予定している。 
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1. 公表の経緯 

SSBJは、我が国におけるサステナビリティ開示基準の草案として、2024年3月29日に以
下の公開草案（以下あわせて「2024年3月公開草案」という）を公表しました（コメント
期限：2024年7月31日）。 

 サステナビリティ開示ユニバーサル基準公開草案「サステナビリティ開示基準の適
用（案）」（以下、「適用基準案」という） 

 サステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第1号「一般開示基準（案）」（以下、「一
般基準案」という） 

 サステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第2号「気候関連開示基準（案）」（以
下、「気候基準案」という） 

2024年3月公開草案に対しては100通を超えるコメントが寄せられ、SSBJでは、寄せられ
たコメント等を踏まえ、2025年3月末までに確定基準を公表することを目標に再審議を行
っています。 

再審議の結果、2024年3月公開草案の提案内容を修正することとしたもののうち、SSBJ

が改めてコメントを求めることが適切であると考えた論点については、公開草案を再度
公表することとしていました。SSBJは、再審議において、指標の報告のための算定期間
に関する論点はそのような論点に該当すると考え、公開草案を再度公表するに至りまし
た。 

 

2. 本公開草案の概要 

本公開草案では、サステナビリティ関連財務開示の報告期間が、指標の報告のための算
定期間と一致しない場合、サステナビリティ関連財務開示と財務諸表のつながりを重視
して、当該指標をサステナビリティ関連財務開示の報告期間に合わせることが再提案さ
れています。 

（1）気候基準案 

2024年3月公開草案による提案 本公開草案による再提案 

 温対法により測定したGHG排出量を報告すること
を選択した場合、公表承認日において既に当局に提
出した直近のデータを用いなければならない（気候
基準案53項） 

 排出量の報告のための算定期間と、サステナビリテ
ィ関連財務開示の報告期間の差異が1年を超える場
合、定められた開示を行わなければならない （気候
基準案54項） 

 サステナビリティ関連財務開示の報告期間とGHG

排出量の算定期間との間に差異が生じる場合、合理
的な方法により調整し、報告期間に係るGHG排出量
を算定することを求める 

 企業が温対法により測定したGHG排出量を報告す
ることを選択した場合のSSBJ基準 2独自の取扱い
（気候基準案53項および54項）を削除する 

 

 

  

 
2 SSBJが公表するサステナビリティ開示基準（以下同様） 
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（寄せられた主なコメント） 

2024年3月公開草案では、作成者の追加コストを回避するというIFRS S2号29項(a)(ⅱ)の
趣旨を踏まえ、温対法による測定を選択する場合には、当局に提出した直近の温対法に
よるGHG排出量のデータを用いることを提案したうえで、当該データの算定期間と報告
期間の差異が1年を超える場合には、追加の開示を求めるSSBJ基準独自の取扱いを提案
していました（気候基準案53項、54項）。 

これに対して、利害関係者からは賛否両論の意見が寄せられました。特に、国内外の利用
者や保証業務実施者からは、サステナビリティ関連財務開示の報告期間とGHG排出量の
算定期間に差異が生じることにより、関連する項目間のつながりが希薄となり、情報の
有用性が低下する可能性への強い懸念が示されました（本公開草案 BC7-8項）。 

（再提案の内容） 

作成者のコストを低減することと、指標の報告のための算定期間を報告期間に合わせる
ことのいずれを優先すべきかについてISSBTM基準3は必ずしも明らかにしていないと考
えられることが再審議において確認されました。 

そのうえで、利害関係者からの強い懸念を踏まえ、サステナビリティ関連財務開示と財
務諸表のつながりを重視する観点から、適用基準案70項の原則（※1）に従い、報告期間
に係るGHG排出量の算定を求めることが再提案されています（本公開草案2項、BC9項）。 

これにより、GHG排出量の算定期間とサステナビリティ関連財務開示の報告期間が異な
る場合には、原則として、これらが一致するようにGHG排出量を期間調整することが必
要となります（※2）。 

調整の方法については様々な方法が考えられるため、企業の活動を忠実に表現できるよ
うに具体的な調整方法は定めず、「合理的な方法により調整しなければならない」と定め
ることとしています（本公開草案 3項、BC10項）。 

なお、「期間調整のための合理的な方法」については、解説記事で情報提供する予定であ
り、本公開草案と併せて、解説記事のドラフト「【参考資料】期間調整を行う場合の合理
的な方法の例（案）」がSSBJ事務局より公表されています。 

（※1）適用基準案70項では、「原則として、サステナビリティ関連財務開示は、関連する
財務諸表と同じ報告期間を対象としなければならない」としている。 

（※2）2024年3月公開草案における重要性に関連する定め（適用基準案4項(6)、26-27項）
は、本公開草案において提案している内容にも適用されると考えられ、情報に重要
性があるとはいえない限りにおいて、そもそも期間調整を行う必要はないとの考え
方が示されています（本公開草案 BC12項）。 

  

 
3 国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）が公表する「IFRS®サステナビリティ開示基準」（以下
同様） 
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（2）適用基準案 

2024年3月公開草案による提案 本公開草案による再提案 

 企業が活動する法域の法令の要請により指標を報告
することが要求されており、当該指標の報告のため
の算定期間と、サステナビリティ関連財務開示の報
告期間との間に差異が生じる場合、所定の要件をす
べて満たすときは、当該指標の報告のための算定期
間を用いて当該指標について報告することができる
（適用基準案71項） 

 サステナビリティ関連財務開示（および関連する財
務諸表）の報告期間と、企業が活動する法域の法令
の要請により報告される指標の報告のための算定期
間との間に差異が生じる場合、合理的な方法により
期間調整し、報告期間に合わせることを求める
（SSBJ独自の取扱いである適用基準案71項を削除
する） 

 

（寄せられた主なコメント） 

2024年3月公開草案では、上記のとおり、企業が活動する法域の法令の要請により報告さ
れる指標の報告のための算定期間について、サステナビリティ関連財務開示の報告期間
と異なる期間を対象とした情報の報告を容認するSSBJ基準独自の取扱いを提案してい
ました（適用基準案71項）。 

この提案に対しても、気候基準案に対するコメントと概ね同様の理由から支持しないと
のコメントが寄せられました。 

（再提案の内容） 

寄せれられたコメントを踏まえ、また、(1) 気候基準案の再提案と整合性を図る観点から、
法域の法令の要請により報告される指標の報告のための算定期間についても、合理的な
方法により期間調整し、報告期間に合わせることを求めることが再提案されています（本
公開草案 4項）。 

また、「期間調整のための合理的な方法」については、(1)気候基準案と同様に、SSBJ基
準において具体的な定めは置かず、解説記事で情報提供することが予定されています。 

 

3. 今後のスケジュール 

 コメント期限は2025年1月10日であり、本公開草案寄せられたコメントを踏まえ再
審議が行われる予定です。 

 2024年3月公開草案および本公開草案を踏まえた、適用基準、一般基準および気候
基準の確定基準は、当初の予定通り、2025年3月末までに公表することを予定して
います。 

※なお、SSBJ基準案には、強制適用時期の定めはありません。本稿執筆時点において、
金融審議会／サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グ
ループにおいて、SSBJ基準が確定した場合の具体的な適用対象や強制適用時期等に
ついての検討がなされています。 
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